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【表紙】 
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【提出日】 平成28年３月11日 
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取締役企画・管理部長 一寸木 和朗 
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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 初めての参照方式の有価証券届出書の提出に際して、第１期以降の有価証券報告書につき、第三

者によるチェックを受けたところ、提出前の確認時に見落としがあったことにより、平成26年11月

27日付で提出した有価証券報告書の記載事項のうち「投資リスク」の記載において、「本投資法人

債」と記載すべき箇所を「本投資法人」と記載する誤記があったことが判明したことから、これを

訂正するため、本訂正報告書を提出するものであります。 

 

 

２【訂正事項】 

 下線     は訂正箇所を示します。 

 

 

第一部【ファンド情報】 

第１【ファンドの状況】 

３【投資リスク】 

（１）リスク要因 

① 投資法人が発行する投資口及び投資法人債に関するリスク 

（ア）換金性・流動性に関するリスク 

 

＜訂正前＞ 

（前略） 

 また、東京証券取引所が定める上場廃止基準に抵触する場合には本投資口の上場が廃止され、投資主は保

有する本投資口を取引所外において相対で譲渡する他に換金の手段はありません。これらにより、本投資口

を低廉な価格で譲渡しなければならない場合や本投資口が譲渡できなくなる場合があります。なお、本投資

法人が本投資法人債を発行した場合について、本投資法人には、確立された取引市場が存在せず、買主の存

在も譲渡価格も保証されていません。 

 

＜訂正後＞ 

（前略） 

 また、東京証券取引所が定める上場廃止基準に抵触する場合には本投資口の上場が廃止され、投資主は保

有する本投資口を取引所外において相対で譲渡する他に換金の手段はありません。これらにより、本投資口

を低廉な価格で譲渡しなければならない場合や本投資口が譲渡できなくなる場合があります。なお、本投資

法人が本投資法人債を発行した場合について、本投資法人債には、確立された取引市場が存在せず、買主の

存在も譲渡価格も保証されていません。 

 

 

 


